
別添第一⑤ 

法第五条四号本文に関する判断基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一 「次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の

適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」 

 

(1)「次に掲げるおそれ」 

 

「次に掲げるおそれ」としてイからトまでに掲げた事務又は事業のほかにも、

同種のものが反復されるような性質の事務又は事業であって、ある個別の事務

又は事業に関する情報を開示すると、将来の同種の事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるもの等、「その他当該事務又は事業の性質上、当該

事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」に該当する場合がある。 

記者発表等、一定期間後に一斉に公表される予定となっている文書又は独立

行政法人等の審査を経た後、公表される予定となっている文書であって、公表日

前に公にすることにより当該事務又は事業の遂行に支障を及ぼすおそれがある

ものについては、不開示とする。 

 

 

四 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は

事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務

又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれる

おそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若し

くはその発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそ

れ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 



(2)「当該事務又は事業の性質上」 

 

当該事務又は事業の本質的な性格、例えば、当該事務又は事業の目的、その目

的達成のための手法等に照らして、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るかどうかを判断する。 

 

(3)「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」 

 

各規定の要件に該当するかどうかの判断に当たっては、客観的に判断し、また、

事務又は事業がその根拠となる規定及び趣旨に照らし、公益的な開示の必要性

等の種々の利益を衡量した上で、「適正な遂行」と言えるものであるかどうかを

判断する。 

「支障」の程度は名目的なものでは足りず実質的なものである必要があり、

「おそれ」の判断に当たっては、単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値

する蓋然性を必要とする。 

 

二 「国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわ

れるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」 

 

(1)「国の安全が害されるおそれ」 

 

「国の安全」とは、国家の構成要素である国土、国民及び統治体制が害される

ことなく平和で平穏な状態に保たれていること、すなわち、国としての基本的な

秩序が平穏に維持されている状態をいう。例えば、直接侵略及び間接侵略に対し、

独立と平和が守られている状態、国民の生命が国外からの脅威等から保護され

ていること並びに国の存立基盤としての基本的な政治方式並びに経済及び社会

秩序の安定が保たれている状態等をいう。 

「国の安全が害されるおそれ」とは、これらの国の安全に対する侵害のおそれ

（当該安全を維持するための手段の有効性を阻害され、国の安全が害されるお

それがあると考えられる場合を含む。）をいう。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 安全保障上の情勢分析並びに政策形成及び遂行に支障を来す情報 

ロ 同盟関係国との安全保障上の関係にとって、不利益を与えることになる

情報 

ハ 政府の秘密保全に係る情報 

二 経済安全保障上の情勢分析並びに政策形成及び遂行に支障を来す情報 



ホ 信用秩序を揺るがし、我が国金融システム及び金融市場の大混乱を招く

おそれのある情報 

へ その他国の安全が害されるおそれのある情報 

 

(2)「他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ」 

 

「他国若しくは国際機関」（我が国が承認していない地域、政府機関その他こ

れに準ずるもの（例えば、各国の中央銀行及び他国政府機関と一体となった国営

企業などであって、我が国政府機関との関係を自律的に処理できる能力を有す

るものの中で、個々の機関について、実質的に政府機関に準じるものに該当する

もの等）、外国の地方政府又は国際会議その他国際協調の枠組みに係る組織（ア

ジア太平洋経済協力、国際機関における「総会、理事会又は事務局」等の固有の

常設機関が完全には形成されていないASEM等の国際的な組織又は国際フォーラ

ム及び自発的に国家間で形成された国際協調のための枠組みであって、個々の

組織について、実質的に国際協調のための枠組みに該当するもの等）の事務局等

を含む。以下「他国等」という。）との間で、相互の信頼に基づき保たれている

正常な関係に支障を及ぼすようなおそれをいう。例えば、公にすることにより、

他国等との取決め又は国際慣行に反することとなる情報、他国等の意思に一方

的に反することとなる情報又は他国等に不当に不利益を与えることとなる情報

等我が国との関係に悪影響を及ぼすおそれがある情報については、不開示とす

る。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 他国（地域を含む。）の政府又は国際機関より公開を前提とせずに提供

された情報 

ロ 他国政府との間又は国際機関において、公表が申し合わされていない情

報 

ハ 当該情報の関係国等に対し、その安全が害される等の不当な不利益を与

える情報 

ニ その他他国又は国際機関との信頼関係が損なわれるおそれのある情報 

 

(3)「他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ」 

 

他国等との現在進行中の又は将来予想される交渉において、我が国が望むよ

うな交渉成果が得られなくなる又は我が国の交渉上の地位が低下する等のおそ

れをいう。例えば、交渉（過去のものを含む。）に関する情報（交渉に関して取

られた措置や対処方針の検討過程の資料等を含む。）であって、公にすることに



より、現在進行中の又は将来予想される交渉に関して我が国が執ろうとしてい

る立場が明らかにされ、又は具体的に推測されることになり、交渉上の不利益を

被るおそれがある情報については、不開示とする。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 現在進行中の交渉に関する我が国の立場に係る情報又は我が国の立場

を類推することに資する情報（一定期間以内に行われた過去の交渉に係る

情報も含む。） 

ロ 将来交渉となった場合に我が国の立場に係る情報又は我が国の立場を

類推することに資する情報となるおそれのある情報 

ハ その他他国等との交渉上不利益を被るおそれのある情報 

 

三 「犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれ」（ロ） 

 

(1）「犯罪の予防、鎮圧又は捜査」 

 

「公共の安全と秩序の維持」の例示である。 

 

「犯罪の予防」とは、犯罪の発生を未然に防止することをいう。なお、国民の

防犯意識の啓発又は防犯資機材の普及等、一般に公にしても犯罪を誘発し、又は

犯罪の実行を容易にするおそれがない防犯活動に関する情報については、本規

定に該当しない。 

「犯罪の鎮圧」とは、犯罪が正に発生しようとするのを未然に防止し、又は犯

罪が発生した後において、その拡大を防止し、若しくは終息させることをいう。 

「犯罪の捜査」とは、捜査機関が犯罪があると思料するときに、公訴の提起な

どのために犯人及び証拠を発見、収集及び保全することをいう。 

これら公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報については、

不開示とする。 

 

(2)「公共の安全と秩序の維持」 

 

犯罪の予防、鎮圧又は捜査に代表される刑事法の執行を中心としたものを意

味する。 

刑事訴訟法（昭和二十三年法律第百三十一号）以外の特別法により、臨検、捜

索、差押え又は告発等が規定され、犯罪の予防及び捜査とも関連し、刑事司法手

続に準ずる犯則事件の調査、独占禁止法（昭和二十二年法律第五十四号）違反の



調査等、犯罪の予防及び捜査に密接に関連する破壊的団体（無差別大量殺人行為

を行った団体を含む。）の規制、暴力団員による不当な行為の防止、つきまとい

等の規制並びに強制退去手続に関する情報であって、公にすることにより、公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるものについては、不開示とす

る。通貨の偽造を防止するための特殊な加工等に関する詳細情報並びに製造し

た貨幣の保管及び輸送等の管理及び保安等に関する情報は、犯罪を予防し、通貨

の信任を確保するための情報であり、犯罪を誘発する蓋然性が高い情報である

ことから、不開示とする。 

また、公にすることにより、テロ等の人の生命、身体若しくは財産等への不法

な侵害又は特定の建造物若しくはシステムへの不法な侵入若しくは破壊を招く

おそれがある等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがある情報

については、不開示とする。 

一方、風俗営業等の許可、伝染病予防、食品、環境、薬事等の衛生監視、建築

規制及び災害警備等、一般に公にしても犯罪の予防又は鎮圧等に支障が生じる

おそれのない行政警察活動に関する情報については、本規定に該当しない。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 捜査のための照会又は回答に関する情報 

ロ 犯罪の被疑者又はその参考人、違法若しくは不正な行為の通報者又は告

発者を特定することができる情報 

ハ 訴訟に関連し、検察庁からの資料要求及び資料要求の対象となった資料 

二 来賓の日程等重要人物の詳細な行動に関する情報 

ホ 警備員の配置図及び警報機の設置場所等警備に関する具体的な情報 

へ 武器、火薬及び放射性物質等の保存場所に関する具体的な情報 

ト その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認める

ことにつき相当の理由がある情報 

 

四 「監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困難にするおそれ」（ハ） 

 

(1)「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行又は財産の状

況の正否を調べることをいう。 

 

「検査」とは、法令の執行確保、会計経理の適正確保、物資の規格又は等級の

証明等のために帳簿書類その他の物件等を調べることをいう。 

「取締り」とは、行政上の目的による一定の行為の禁止又は制限について適法



な又は適正な状態を確保することをいう。 

「試験」とは、人の知識、能力等又は物の性能等を試すことをいう。 

「租税」には、国税、地方税がある。「賦課」とは、国又は地方公共団体が、

公租公課を特定の人に割り当てて負担させることをいい、「徴収」とは、国又は

地方公共団体が、租税その他の収入金を取ることをいう。 

 

(2)「正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容

易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ」 

 

上記の監査等の事務に関する情報の中には、例えば、監査等の対象、実施時期

及び調査事項等の詳細なもの、又は試験問題等のように、事前に公にすれば、適

正かつ公正な評価又は判断の前提となる事実の把握が困難となるもの、並びに

法令違反行為又は法令違反に至らないまでも妥当性を欠く行為を助長するおそ

れ又は巧妙に行うことにより隠蔽をするなどのおそれがあるもの等があり、当

該情報については、不開示とする。また、事後であっても、例えば、違反事例等

の詳細についてこれを公にすると法規制を免れる方法を示唆するようなものは、

不開示とする。監査等の手法、マニュアル、試験の実施要領等の試験の管理監督

の手法、試験の採点、合否基準等試験の判定並びに評価手法に関する詳細な情報

であって、公にすると正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれのあるものにつ

いては不開示とする。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 検査等の対象、実施時期、検査事項その他の個別具体的な検査等の実施

に関する情報 

ロ 検査等の詳細な手法又は実務に関する情報 

ハ 試験の実施要領その他の試験の詳細な管理監督の手法に関する情報 

二 試験の採点、合否基準その他の詳細な試験の判定及び評価手法に関する

情報 

ホ 試験問題、解答例、試験問題の作成要領その他の具体的な試験の問題作

成に関する情報 

へ その他公にすることにより、監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課

若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又

は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするお

それがある情報 

 

  



五 「契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団

体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害

するおそれ」（ニ） 

 

(1)「契約、交渉又は争訟」 

 

「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることを

いう。 

「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定

の結論を得るために協議又は調整等の折衝を行うことをいう。例えば、補償交渉、

土地売買交渉、組合団体交渉等がある。 

「争訟」とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法に基づ

く不服申立てその他の法令に基づく不服申立てがある。 

 

(2)「国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益

又は当事者としての地位を不当に害するおそれ」 

 

契約等に関する情報の中には、例えば、入札予定価格等を公にすることにより

公正な競争により形成されるべき適正な額での契約が困難になり財産上の利益

が損なわれるおそれがあるもの又は交渉若しくは争訟等の対処方針等を公にす

ることにより、当事者として認められるべき地位を不当に害するおそれがある

ものがあり、当該情報については、不開示とする。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 職員団体との交渉に係る交渉方針、交渉結果又は要求等に関する情報 

ロ 訴訟に係る争訟方針、打合せ又は示談等に関する情報 

ハ その他公にすることにより,契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、

独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は

当事者としての地位を不当に害するおそれがある情報 

 

六 「調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害する

おそれ」（ホ） 

 

調査研究に係る事務に関する情報の中には、一定の期日以前に公にすること

により成果を適正に広く国民に提供する目的を損ね、特定の者に不当な利益を

与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの、又は試行錯誤の段階のものに

ついて、公にすることにより、能率的な遂行を不当に阻害するおそれがあるもの



があり、当該情報については、不開示とする。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 研究課題、研究計画、研究成果その他の研究に関する情報であって公に

することにより、知的所有権若しくは自由な発想、創意工夫又は研究意欲

等を不当に阻害するおそれのある情報 

ロ 調査の個別具体的な対象等に関する情報であって、公にすることにより、

正確な事実の把握及び事後の協力が困難になるおそれのある情報 

ハ その他公にすることにより、調査研究に係る事務に関し、その公正かつ

能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報 

 

七 「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすお

それ」（ヘ） 

 

人事管理に係る事務に関する情報の中には、公にすることにより、公正かつ円

滑な人事の確保が困難になるおそれがあるものがあり、当該情報については、不

開示とする。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 職員調書、昇任等の推薦者名簿、選考基準その他の人事査定及び評価に

関する情報 

ロ 人事異動、配属その他の人事構想に関する情報 

ハ 給与支給額、俸給その他の個々の職員の給与に関する情報 

二 その他公にすることにより、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑

な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報 

 

八 「独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係

る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ」（ト） 

 

独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業（地方公営企業法（昭和二十七

年法律第二百九十二号）第二条の適用を受ける企業をいう。）又は地方独立行政

法人に係る事業について、正当な利益を害するおそれがあるものを不開示とす

る。例えば、生産技術上のノウハウ、販売及び営業に関する情報並びに信用上不

利益を与える情報等がある。 

 

（不開示となることがある情報の例） 

イ 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であ



って、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあるものに準じる情報 


